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○

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改

正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当

該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て

移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前

欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
十
三
条
の
三

銀
行
は
、
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
預
金
者
等

第
十
三
条
の
三

［
同
上
］

に
対
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

次
に
掲
げ
る
も
の
と
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が

五

［
同
上
］

満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預

入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
こ
と
そ
の
他

当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細
な
説
明

［
イ
～
ニ

略｣

［
イ
～
ニ

同
上
］

ホ

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
外

ホ

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
外

国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
（
同
条

国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
（
同
条

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に
同
項
第
三
号
及

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に
同
項
第
三
号
及

び
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
政
府
が
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払

び
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
政
府
が
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
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に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
（
第
十
三
条
の
五
第
一
項
第

に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
（
第
十
三
条
の
五
第
一
項
第

二
号
、
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
七
第
十
三
号
ホ
及
び
第
三
十
四
条
の
五

二
号
、
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
七
第
一
項
第
十
三
号
ホ
及
び
第
三
十
四

十
三
の
十
二
第
十
三
号
ホ
に
お
い
て
「
国
債
証
券
等
」
と
い
う
。
）
並
び

条
の
五
十
三
の
十
二
第
一
項
第
十
三
号
ホ
に
お
い
て
「
国
債
証
券
等
」
と

に
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
同
項
第
一

い
う
。
）
並
び
に
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

号
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

う
ち
同
項
第
一
号
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

六

［
略
］

六

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
金
銭
債
権
等
と
預
金
等
と
の
誤
認
防
止
）

（
金
銭
債
権
等
と
預
金
等
と
の
誤
認
防
止
）

第
十
三
条
の
五

［
略
］

第
十
三
条
の
五

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

銀
行
は
、
そ
の
営
業
所
に
お
い
て
、
第
一
項
に
掲
げ
る
商
品
を
取
り
扱
う
場

３

銀
行
は
、
そ
の
営
業
所
に
お
い
て
、
第
一
項
に
掲
げ
る
商
品
を
取
り
扱
う
場

合
に
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
営
業
所
内
に

合
に
は
、
特
定
の
窓
口
に
お
い
て
取
り
扱
う
と
と
も
に
、
前
項
第
一
号
か
ら
第

お
い
て
顧
客
の
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
適
切
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
顧
客
の
目
に
つ
き
や
す
い
よ
う
に
当
該
窓
口
に
掲

。

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

銀
行
は
、
法
第
十
条
第
二
項
第
八
号
又
は
法
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
元

４

銀
行
は
、
法
第
十
条
第
二
項
第
八
号
又
は
法
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
元

本
の
補

の
契
約
を
し
て
い
な
い
信
託
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は

本
の
補
て
ん
の
契
約
を
し
て
い
な
い
信
託
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く

媒
介
を
行
う
場
合
に
は
、
元
本
の
補

の
契
約
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
当
該
営

は
媒
介
を
行
う
場
合
に
は
、
特
定
の
窓
口
に
お
い
て
行
う
と
と
も
に
、
元
本
の

業
所
内
に
お
い
て
顧
客
の
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
適
切
に
掲
示
し
、
元
本
の

補
て
ん
の
契
約
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
顧
客
の
目
に
つ
き
や
す
い
よ
う
に
当
該

補

の
契
約
を
し
て
い
な
い
金
銭
信
託
に
係
る
信
託
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代

窓
口
に
掲
示
し
、
元
本
の
補
て
ん
の
契
約
を
し
て
い
な
い
金
銭
信
託
に
係
る
信

理
若
し
く
は
媒
介
を
行
う
場
合
（
信
託
業
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
内
閣
府

託
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
行
う
場
合
（
信
託
業
法
施
行

令
第
百
七
号
）
第
七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
第
二
項

規
則
（
平
成
十
六
年
内
閣
府
令
第
百
七
号
）
第
七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
除
く
。
）
に
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
三

［
略
］

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
三

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る

２

［
同
上
］

事
項
を
枠
の
中
に
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以

上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
、
か
つ
、

次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

一

法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
十
四

三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
十
四

条
の
十
一
の
二
十
七
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項

条
の
十
一
の
二
十
七
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項

二

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
七
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項

二

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
七
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項

３

銀
行
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
七
第
一

３

銀
行
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
七
第
一

号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引

項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）

る
事
項
の
う
ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の

に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要

を
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ

な
も
の
を
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の

の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
最
初
に
平
易
に
記

大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
最
初
に
平

載
す
る
も
の
と
す
る
。

易
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五

法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五

［
同
上
］

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
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場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

第
十
四
条
の
十
一
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
（
同
条
第
一
号
又
は
第
三

一

第
十
四
条
の
十
一
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
（
同
条
第
一
号
又
は
第
三

号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
外
貨
預
金
等
」
と
い

号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
外
貨
預
金
等
」
と
い

う
。
）
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し

う
。
）
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し

当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金

当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
七
第
一
号
、
第
十
一

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
七
第
一
項
第
一
号
、

号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
第
十
四
条
の
十
一
の
二

第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
第
十
四
条
の
十

十
三
に
規
定
す
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の

一
の
二
十
三
に
規
定
す
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
記
載
し
た
書
面
（
以

条
か
ら
第
十
四
条
の
十
一
の
三
十
ま
で
に
お
い
て
「
外
貨
預
金
等
書
面
」
と

下
こ
の
条
か
ら
第
十
四
条
の
十
一
の
三
十
ま
で
に
お
い
て
「
外
貨
預
金
等
書

い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面

面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交

の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）

付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

四

一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す

［
号
を
加
え
る
。
］

る
銀
行
代
理
業
者
が
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
顧
客
に
対
し

同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
七

法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
七

［
同
上
］

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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［
一
～
十
六

略
］

［
一
～
十
六

同
上
］

十
七

当
該
銀
行
が
対
象
事
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
第
七
十
九
条
の
十
一
第

十
七

当
該
銀
行
が
対
象
事
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
第
七
十
九
条
の
十
一
第

一
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
つ
て
い
る
認

一
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
つ
て
い
る
認

定
投
資
者
保
護
団
体
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
が
当
該
認
定
投
資
者
保
護
団

定
投
資
者
保
護
団
体
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
が
当
該
認
定
投
資
者
保
護
団

体
の
認
定
業
務
（
同
法
第
七
十
九
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
業
務
を

体
の
認
定
業
務
（
同
法
第
七
十
九
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
業
務
を

い
う
。
）
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
認
定
投
資
者
保

い
う
。
）
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
認
定
投
資
者
保

護
団
体
に
限
る
。
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
二
第
十
七
号
に
お
い
て
同
じ

護
団
体
に
限
る
。
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
二
第
一
項
第
十
七
号
に
お
い

。
）
の
有
無
（
対
象
事
業
者
と
な
つ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称

て
同
じ
。
）
の
有
無
（
対
象
事
業
者
と
な
つ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ

）

の
名
称
）

［
十
八
・
十
九

略
］

［
十
八
・
十
九

同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

２

一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
銀
行
及
び
銀
行
代
理
業
者
が
法
第

十
三
条
の
四
及
び
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
に
対
し
同
項
に
規
定
す

る
書
面
の
交
付
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
銀
行
代
理

業
者
が
当
該
交
付
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
八

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
八

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る

法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第

法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第

一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
条
に
お
い
て
「
契
約
締
結
時
交
付
書
面
」
と
い
う

一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
契
約
締
結
時
交
付
書
面

。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

２

一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
銀
行
及
び
銀
行
代
理
業
者
が
法
第

十
三
条
の
四
及
び
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
に
対
し
同
項
に
規
定
す

る
書
面
の
交
付
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
銀
行
代
理

業
者
が
当
該
交
付
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
同
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
九

契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
法
第
十
三
条
の
四

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
九

［
同
上
］

に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す

［
号
を
加
え
る
。
］

る
銀
行
代
理
業
者
が
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
顧
客
に
対
し

同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
休
日
の
承
認
の
申
請
等
）

（
休
日
の
承
認
の
申
請
等
）

第
十
五
条

銀
行
は
、
令
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
休
日
の
承
認
を

第
十
五
条

銀
行
は
、
令
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
休
日
の
承
認
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
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融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

２

金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、

２

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

三

当
該
申
請
に
係
る
営
業
所
が
当
座
預
金
業
務
を
営
ん
で
い
な
い
こ
と
。

［
項
を
削
る
。
］

３

当
座
預
金
業
務
を
営
ま
な
い
営
業
所
に
お
い
て
、
令
第
五
条
第
一
項
各
号
及

び
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
日
（
次
項
に
お
い
て
「
指
定
休
日
」
と
い
う
。
）

以
外
の
日
を
休
日
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
申
請
書
に
よ
る
第
三
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
金
融
庁
長
官
等
は
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
ほ
か
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

［
項
を
削
る
。
］

４

銀
行
が
前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
基
づ
く
法
第
四
十
七
条
の
三
に
規
定
す

る
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
営
業
所
が
指
定
休
日
以
外
の
日

を
休
日
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
令
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
承
認
を
受
け
た

も
の
と
み
な
す
。

３

銀
行
は
、
令
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
休
日
の
承
認
を
受
け
た

［
項
を
加
え
る
。
］

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
承
認
に
係
る
営
業
所
の
店
頭
に
掲
示
す
る

も
の
と
す
る
。

一

令
第
五
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
日
（
第
三
十
二
条

の
二
に
お
い
て
「
指
定
休
日
」
と
い
う
。
）
以
外
の
休
日

二

前
号
の
休
日
の
実
施
期
間
（
実
施
期
間
を
設
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）

三

当
該
営
業
所
の
最
寄
り
の
営
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号
そ
の
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他
の
連
絡
先

（
従
た
る
外
国
銀
行
支
店
の
設
置
等
）

（
従
た
る
外
国
銀
行
支
店
の
設
置
等
）

第
三
十
二
条

法
第
四
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

第
三
十
二
条

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

２

外
国
銀
行
支
店
は
、
法
第
四
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
従
た
る
外
国
銀
行

２

外
国
銀
行
支
店
は
、
法
第
四
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
従
た
る
外
国
銀
行

支
店
（
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
従
た
る
外
国
銀
行
支
店
を
い
う
。

支
店
（
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
従
た
る
外
国
銀
行
支
店
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
、
種
類
の
変
更
又
は
廃
止

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
、
種
類
の
変
更
又
は
廃
止
の
認
可
を

の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金

付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
休
日
の
承
認
の
審
査
等
）

第
三
十
二
条
の
二

従
た
る
外
国
銀
行
支
店
に
お
い
て
、
指
定
休
日
以
外
の
日
を

［
条
を
加
え
る
。
］

休
日
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
申
請
書
に
よ
る
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
金
融
庁
長
官
等
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
審
査
の
ほ
か
、
第
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う

か
の
審
査
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

外
国
銀
行
支
店
が
前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
基
づ
く
法
第
四
十
七
条
の
三

に
規
定
す
る
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
可
に
係
る
従
た
る
外
国
銀
行
支

店
が
指
定
休
日
以
外
の
日
を
休
日
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
令
第
五
条
第
二
項
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第
二
号
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

（
広
告
類
似
行
為
）

（
広
告
類
似
行
為
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
二

法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
二

［
同
上
］

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
各
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為

は
、
郵
便
、
信
書
便
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
、
電
子

メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の

他
の
方
法
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様

の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物
品

三

［
同
上
］

（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ
て

い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品
そ
の
他

の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
景
品

そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と
を
一
体
の
も

の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

ニ

［
同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
書
面

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
預
金

等
書
面

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
第
二
号
に
規
定
す
る
契
約
変
更
書
面

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
契
約
変
更

書
面



- 10 -

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
八

［
略
］

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
八

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る

２

［
同
上
］

事
項
を
枠
の
中
に
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以

上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
、
か
つ
、

次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第

一

法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号

三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号

及
び
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
二
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項

及
び
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
二
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項

二

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
二
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項

二

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
二
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項

３

銀
行
代
理
業
者
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
第
三
十
四
条
の
五
十
三

３

銀
行
代
理
業
者
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
第
三
十
四
条
の
五
十
三

の
十
二
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て

の
十
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号

六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ

と
な
る
特
に
重
要
な
も
の
を
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二

す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の
を
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す

ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付

る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結

書
面
の
最
初
に
平
易
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

前
交
付
書
面
の
最
初
に
平
易
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十

法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十

［
同
上
］

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
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一

外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客

一

外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客

に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に

に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の

十
二
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、

十
二
第
一
項
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
八
に
規
定
す
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
記
載

項
を
、
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
八
に
規
定
す
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ

し
た
書
面
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
七
の
二
ま
で
に

り
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
七
の
二

お
い
て
「
外
貨
預
金
等
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該

ま
で
に
お
い
て
「
外
貨
預
金
等
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
場
合

顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が

（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の

あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）

表
明
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

四

一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
所
属

［
号
を
加
え
る
。
］

銀
行
が
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
顧
客
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を

交
付
し
て
い
る
場
合

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
二

［
略
］

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
二

［
同
上
］

［
一
～
十
九

略
］

［
一
～
十
九

同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

２

一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
銀
行
及
び
銀
行
代
理
業
者
が
法
第

十
三
条
の
四
及
び
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
に
対
し
同
項
に
規
定
す
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る
書
面
の
交
付
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
銀
行
が
当

該
交
付
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
銀
行
代
理
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
五

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
五

特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す

る
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三

る
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
条
に
お
い
て
「
契
約
締
結
時
交
付

十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
契
約
締

書
面
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

結
時
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

。

な
ら
な
い
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

２

一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
銀
行
及
び
銀
行
代
理
業
者
が
法
第

十
三
条
の
四
及
び
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
に
対
し
同
項
に
規
定
す

る
書
面
の
交
付
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
銀
行
が
当

該
交
付
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
銀
行
代
理
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
同
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
六

契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
法
第
五
十
二
条

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
六

［
同
上
］

の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
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項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と

す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
所
属

［
号
を
加
え
る
。
］

銀
行
が
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
顧
客
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を

交
付
し
て
い
る
場
合

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
休
日
の
承
認
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
五
十
四
の
二

特
定
銀
行
代
理
業
者
（
法
第
五
十
二
条
の
四
十
六

［
条
を
加
え
る
。
］

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
銀
行
代
理
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
令
第

十
六
条
の
七
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
休
日
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

理
由
書

二

令
第
十
六
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

２

金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一

金
融
機
関
相
互
間
の
内
国
為
替
取
引
を
通
信
回
線
を
用
い
て
処
理
す
る
制

度
の
運
営
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

二

当
該
申
請
に
係
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
顧
客
の
利
便
を
著
し
く
損
な
わ

な
い
こ
と
。
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３

特
定
銀
行
代
理
業
者
は
、
令
第
十
六
条
の
七
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

休
日
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
承
認
に
係
る
営
業

所
又
は
事
務
所
の
店
頭
に
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
十
六
条
の
七
第
一
項
に
定
め
る
日
以
外
の
休
日
の
実
施
期
間
（
実
施

期
間
を
設
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）

二

当
該
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
最
寄
り
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
又

は
当
該
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
銀
行
の
営
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び

電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

（
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
営
業
時
間
等
）

（
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
営
業
時
間
等
）

第
三
十
四
条
の
五
十
五

特
定
銀
行
代
理
業
者
の
営
業
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら

第
三
十
四
条
の
五
十
五

特
定
銀
行
代
理
業
者
（
法
第
五
十
二
条
の
四
十
六
第
一

午
後
三
時
ま
で
と
す
る
。

項
に
規
定
す
る
特
定
銀
行
代
理
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
営
業
時
間
は

、
午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
と
す
る
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

特
定
銀
行
代
理
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
時
間
の
変
更
を
す
る
と

４

特
定
銀
行
代
理
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
時
間
の
変
更
を
す
る
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
店
頭
に
掲
示
す
る
も

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
店
頭
に
掲
示
し
な
け

の
と
す
る
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

当
該
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
最
寄
り
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
又

二

当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
最
寄
り
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
又
は
当

は
当
該
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
銀
行
の
営
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び

該
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
銀
行
の
営
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話

電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

５

［
略
］

５

［
同
上
］

６

銀
行
代
理
業
者
は
、
銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
ご
と
に
、
公

６

銀
行
代
理
業
者
は
、
銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
ご
と
に
、
公
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衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
休
日
及
び
営
業
時
間
を
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。

衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
休
日
及
び
営
業
時
間
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

（
所
属
銀
行
の
説
明
書
類
等
の
縦
覧
）

（
所
属
銀
行
の
説
明
書
類
等
の
縦
覧
）

第
三
十
四
条
の
六
十

［
略
］

第
三
十
四
条
の
六
十

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

法
第
五
十
二
条
の
五
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は

５

法
第
五
十
二
条
の
五
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は

、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事

、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と

項
を
掲
載
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の
他
の
こ
れ

す
る
。

に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
三
十
五
条

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
三
十
五
条

［
同
上
］

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
二
十
七

略
］

［
一
～
二
十
七

同
上
］

二
十
八

削
除

二
十
八

銀
行
が
法
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
及
び
法
第
二
十
一
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書
類
（
法
第
二
十
条
第
三
項
及
び

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。

）
に
つ
い
て
縦
覧
を
開
始
し
た
場
合

［
二
十
九
～
三
十
一

略
］

［
二
十
九
～
三
十
一

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

３

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
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［
一
～
二
十

略
］

［
一
～
二
十

同
上
］

二
十
一

削
除

二
十
一

銀
行
持
株
会
社
が
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
五
十
二

条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
（
法
第
五
十
二
条
の
二

十
八
第
二
項
及
び
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ

た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で

あ
る
銀
行
に
お
い
て
縦
覧
を
開
始
し
た
場
合

［
二
十
二
～
二
十
四

略
］

［
二
十
二
～
二
十
四

同
上
］

４

法
第
五
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲

４

［
同
上
］

げ
る
場
合
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

削
除

三

法
第
五
十
二
条
の
五
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
項
に
規
定
す
る
書

面
（
法
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
二
条
の
二

十
八
第
二
項
及
び
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ

た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
縦
覧
を
開
始
し
た
場
合

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

５

［
略
］

５

［
同
上
］

６

銀
行
、
銀
行
主
要
株
主
（
銀
行
主
要
株
主
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
、
銀
行

６

［
同
上
］

持
株
会
社
（
銀
行
持
株
会
社
で
あ
つ
た
会
社
を
含
む
。
）
、
銀
行
代
理
業
者
又

は
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と

な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

三

第
一
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
場
合

同
号
に
規
定
す
る
書
面

三

［
略
］

四

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

五

第
三
項
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
場
合

同
号
に
規
定
す
る
書
面

四

［
略
］

六

［
同
上
］

五

［
略
］

七

［
同
上
］

［
７
～

略
］

［
７
～

同
上
］

11

11

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



改正後 改正前 

別紙様式第 10 号の２（第 34 条の２の 35関係）   別紙様式第 10 号の２（第 34 条の２の 35関係）            

外 国 銀 行 代 理 銀 行 認 可 票

外 国 銀 行 代 理 業 務

認可番号  金 融 庁 長 官（ ） 第     号

（外国銀行代理銀行の商号）

     （所属外国銀行の名称又は商号及び主たる営業所が所在する国）

20 
cm 
以 
上 

30cm 以上 

 （記載上の注意） 

１ 「所属外国銀行の商号及び主たる営業所が所在する国」には、所属外国銀行（銀行

法第 52条の 2第 1項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。）の名称又は商号及び

主たる営業所が所在する国を記載すること。二以上の所属外国銀行があるときは、すべ

ての所属外国銀行の名称又は商号及び主たる営業所が所在する国を記載すること。 

２ ［同左］ 

外 国 銀 行 代 理 銀 行 認 可 票

外 国 銀 行 代 理 業 務

認可番号  金 融 庁 長 官（ ） 第     号

（外国銀行代理銀行の商号）

     （所属外国銀行の名称又は商号及び主たる営業所が所在する国）

29.7cm 以上 

20 
cm 
以 
上 

（記載上の注意） 

１ 「所属外国銀行の名称又は商号及び主たる営業所が所在する国」には、所属外国銀行

（銀行法第 52条の 2第 1項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。）の名称又は商

号及び主たる営業所が所在する国を記載すること。二以上の所属外国銀行があるとき

は、全ての所属外国銀行の名称又は商号及び主たる営業所が所在する国を記載するこ

と。 

２ ［略］ 



改正後 改正前 

別紙様式第 17 号（第 34条の 40 関係） 別紙様式第 17 号（第 34条の 40 関係） 

銀 行 代 理 業 者 許 可 票

銀 行 代 理 業

許可番号  金 融 庁 長 官（ ） 第     号

（財務（支）局長）

（銀行代理業者の商号、名称又は氏名）

     （所属銀行の商号）

20 
cm 
以 
上 

30cm 以上 

（記載上の注意） 

１ 「所属銀行の商号」には、所属銀行（銀行法第 2 条第 16 項に規定する所属銀行をいう。）の商

号を記載すること。二以上の所属銀行があるときは、すべての所属銀行の商号を記載すること。 

２ ［同左］ 

３ 銀行法等の一部を改正する法律（平成 17 年法律第 106 号。以下「改正法」という。）附則第２

条第 1 項の規定により改正法の施行日から起算して三月間、銀行法第 52 条の 36 第 1 項の許可を

受けず銀行代理業を営むことができる者にあつては、「銀行代理業者許可票」の文字を削り、許可

番号に代えて、改正法附則第 2 条第 1 項の規定により銀行法第 52 条の 36 第 1 項の許可の受けず

銀行代理業を営む者である旨を表示すること。 

４ ［同左］ 

銀 行 代 理 業 者 許 可 票

銀 行 代 理 業

許可番号  金 融 庁 長 官（ ） 第     号

（財務（支）局長）

（銀行代理業者の商号、名称又は氏名）

     （所属銀行の商号）

29.7cm 以上 

20 
cm 
以 
上 

（記載上の注意） 

１ 「所属銀行の商号」には、所属銀行（銀行法第 2条第 16項に規定する所属銀行をいう。以下同

じ。）の商号を記載すること。二以上の所属銀行があるときは、全ての所属銀行の商号を記載する

こと。 

２ ［略］ 

３ 銀行法等の一部を改正する法律（平成 17 年法律第 106 号。以下「改正法」という。）附則第２

条第 1 項の規定により改正法の施行日から起算して三月間、銀行法第 52 条の 36 第 1 項の許可を

受けず銀行代理業を営むことができる者にあつては、「銀行代理業者許可票」の文字を削り、許可

番号に代えて、改正法附則第 2 条第 1 項の規定により銀行法第 52 条の 36 第 1 項の許可を受けず

銀行代理業を営む者である旨を表示すること。 

４ ［略］ 


